
質疑事項No

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

1 機器製作メーカーの工場ではなく受注者の自社工場です。

特記仕様書Ｐ１２　８．試験、検査について「自社工場にて製作、
組立完了後」とありますが、機器製作メーカーの工場にて製作、
組立を行えばよろしいでしょうか。

質疑・回答書

告示番号 第４４号 件　　　　名 平成２８年度小曽根第1ポンプ場Ｎｏ．１雨水ポンプ設備更新工事

回　　　　答


